
愛知県企業庁低入札価格調査等実施要領 

 

（趣旨） 
第１条 この要領は、愛知県企業庁が発注する建設工事（以下「工事」という。）、

測量業務、設計業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサル

タント業務（以下「建設コンサルタント等業務」という。）、浄水場運転管理

業務委託（以下「運転管理業務」という。）及び維持管理等委託業務（以下「維

持管理業務」という。）のうち、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を

適用して競争入札に付する工事、建設コンサルタント等業務、運転管理業務及

び維持管理業務に関する取扱いを定めることを目的とする。 
（対象） 
第２条 工事及び建設コンサルタント等業務における低入札価格調査制度は、最

低制限価格制度を適用する工事及び建設コンサルタント等業務を除く競争入

札に適用する。 
なお、資材製作については、資材の品質について調査の必要がない場合は、

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を適用しないものとする。 
２ 工事における最低制限価格制度は予定価格が２億円未満の競争入札（地方自

治法施行令（昭和 22 年５月３日政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167
条の 10 の 2 に規定する総合評価一般競争入札によるものは除く。）に試行す

るものとする。 
３ 建設コンサルタント等業務における最低制限価格制度は予定価格が１千５

百万円未満の競争入札に試行するものとする。なお、試行対象業務は別表第４

に掲げるものとする。ただし、積算体系が特異で、基準価格又は最低制限価格

の算定が困難な業務は除くものとする。 
４ 前二項の規程にかかわらず、企業庁長が必要と認めるときは、この限りでは

ない。 
５ 政令第 167 条の 10 の 2 に規定する総合評価一般競争入札による運転管理業

務には低入札価格調査制度を、その他の運転管理業務及び維持管理業務は、最

低制限価格制度を試行するものとする。 
６ 低入札価格調査制度を適用する工事、建設コンサルタント等業務及び運転管

理業務は基準価格を、最低制限価格制度を適用する工事、建設コンサルタント

等業務、運転管理業務及び維持管理業務は最低制限価格を設定するものとする。 
（基準価格） 
第３条 政令第 167 条の 10 第１項に規定する「予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者に

より当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又



はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ

て著しく不適当であると認めるとき」の基準（以下「政令基準」という。）に

該当するか否かの調査開始の基準とする額（以下「基準価格」という。）は、

工事については第２項に基づき、建設コンサルタント等業務については第３項

に基づき、運転管理業務については第４項に基づき算定した割合を予定価格に

乗じて得た額とし、その額は、入札執行に先立ち、あらかじめ算定しておくも

のとする。ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の

9.2 とし、10 分の 7.5 に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。 
２ 工事における割合の算定は、工事の種類ごとの予定価格算定の基礎となった

別表第１、第２又は第３の業務区分ごとに①から④、①から⑤又は①から③の

「基準価格」に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を、予定価

格で除して得た割合とする。 
３ 建設コンサルタント等業務における割合の算定は、予定価格算定の基礎とな

った別表第５の業務区分ごとに①から④の「基準価格」に掲げる額の合計額に

100 分の 110 を乗じて得た額を、予定価格で除して得た割合とする。ただし、

複数の業務区分を含む建設コンサルタント等業務については、業務区分ごとに

別表第５の①から④の「基準価格」に掲げる額を合計した額の合計額に、100
分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 

４ 運転管理業務における割合の算定は、予定価格算定の基礎となった別表第６

の業務区分ごとに①から⑤の「基準価格」に掲げる額の合計額に 100 分の 110
を乗じて得た額を、予定価格で除して得た割合とする。  

５ 特別なものについては、前三項の規定にかかわらず 10 分の 9.2 から 10 分の

7.5 の範囲内で適宜の割合とする。 
６ 第２項及び次条第１項に定める額の算定にあたっては、予定価格算定の基礎

となった積算上の各項目を、積算基準及び歩掛表に定める工種別工事費内訳分

類表に基づき、機器単体費、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管

理費にそれぞれ分類し、算定するものとする。 
（低入札価格調査制度における失格判断基準） 
第４条 工事における失格判断基準は、基準価格を下回った入札のうち、工事の

種類ごとの別表第１、第２又は第３に掲げる「失格判断基準」の項目のいずれ

かに該当する入札を失格とする基準であり、低入札価格調査制度を適用する工

事を対象として試行するものとする。ただし、企業庁長が必要と認めるときは、

この限りではない。 
２ 建設コンサルタント等業務における失格判断基準は、基準価格を下回った入

札のうち、その者の申込みに係る価格が、予定価格算定の基礎となった別表第

５「失格判断基準」の業務区分の①から④に掲げる額の合計額に 100 分の 110



を乗じて得た額を下回った場合に失格とする基準であり、予定価格が１千５百

万円以上の建設コンサルタント等業務に試行するものとする。 
ただし、複数の業務区分を含む建設コンサルタント等業務については、業務

区分ごとに別表第５の①から④に掲げる額を合計した額の合計額に 100 分の

110 を乗じて得た額とする。 
３ 運転管理業務における失格判断基準は、基準価格を下回った入札のうち、そ

の者の申込みに係る価格が、予定価格算定の基礎となった別表第６「失格判断

基準」の業務区分の①から⑤に掲げる額の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た

額を下回った場合に失格とする基準であり、総合評価落札方式を適用する運転

管理業務に試行するものとする。 
４ 前三項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成 7 年 11 月 1 日政令第 372 号）第３条第１項に規定

する工事及び建設コンサルタント等業務については、失格判断基準を試行しな

い。 
（最低制限価格） 
第５条 政令第１６７条の１０第２項に規定する最低制限価格は、次に掲げる額

とし、最低制限価格を下回った入札は、失格とする。 
一 工事、建設コンサルタント等業務及び運転管理業務については、第３条の

基準価格の算出と同様とする。 
二 維持管理業務における割合の算定は、予定価格の基礎となった別表第７「最

低制限価格」の業務区分の①から④又は①から③に掲げる額の合計額に、そ

れぞれ 100 分の 110 を乗じて得た割合を、予定価格で除して得た割合とし、

その割合を予定価格に乗じて得た額は、入札執行に先立ち、あらかじめ算定

しておくものとする。 
三 前号において、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2
とし、10 分の 7.5 に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。 

（入札の執行） 
第６条 庁長（出先機関にあっては出先機関の長。以下「企業庁長等」という。）

は、入札執行前に、入札参加者に対し、当該入札において低入札価格調査制度

又は最低制限価格制度を実施する旨を周知するものとする。 
  なお、低入札価格調査制度を実施する場合において、失格判断基準を設定す

るときも同様とする。 
２ 低入札価格調査制度を適用した入札の結果、最低価格入札者又は総合評価落

札方式における最大評価値入札者（以下「最低価格入札者等」という。）によ

り、基準価格を下回る額の入札が行われた場合には、入札執行者は、落札の決

定を保留するものとする。 
（調査の実施） 



第７条 工事について前条第２項の入札が行われた場合には、政令基準に該当す

るか否かを判断するため、必要に応じて、最低価格入札者等からの事情聴取、

関係機関への照会等の方法により、次の事項について調査を行うものとする。

ただし、第４条第１項に該当する場合は、他の事項について調査は必要ないも

のとする。 
また、庁長が別に定める場合は、当該定めにより調査を行うことができる。 

一 第４条第１項による判断 
二 その価格により入札した理由（必要に応じ、入札価格の内訳書及び下請予

定者等から見積書等を徴取） 
三 手持工事の状況 
四 手持資材の状況 
五 資材購入先及び購入先と入札者との関係 
六 労務者の具体的供給見通し 
七 建設副産物の搬出予定 
八 過去に施工した公共工事名等及び工事成績 
九 経営状況（必要に応じ、取引金融機関や保証会社等へ照会） 
十 信用状態（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況等） 
十一 その他必要な事項 

２ 建設コンサルタント等業務について前条第２項の入札が行われた場合には、

配置予定の管理技術者、主任担当者、主任技術者、又は工事監理者（以下「管

理技術者等」という）とは別に、次に掲げる条件を全て満たす担当技術者の追

加配置が可能か否かについて調査を行うものとする。 
（１）配置予定の管理技術者等と同等の能力及び経験を有する技術者。 
（２）愛知県と過去５か年度及び本年度４月１日以降に契約した業務の内、当該

業務と同一業種で、かつ、管理技術者等としての業務成績が７５点以上の業

務実績を有する技術者。この場合の同一業種とは、別表第４に掲げる業種を

いう。 
なお、追加して配置する担当技術者は、当該業務実施上必要となる打合せ

全てに出席するものとする。 
３ 運転管理業務について前条第２項の入札が行われた場合には、配置予定の管

理技術者等と同等の能力及び経験を有する技術者の追加配置が可能か否かに

ついて調査を行うものとする。 
（調査の結果及び審査） 
第８条 主務課長又は工事担当課長は、前条第１項により実施した調査の結果を

低入札価格調査報告書（様式１）により、本庁施行工事及び本庁契約工事にあ

っては本庁の指名審査会に、所長委任工事にあっては出先機関の指名審査会に

報告するものとする。 



２ 企業庁長等は、前項の報告に基づき、当該契約の内容に適合した履行の確保

が認められるか否かの審査を行うものとする。 
（落札者の決定） 
第９条 企業庁長等は、第７条第２項又は第３項の調査結果又は前条第２項の審

査結果により、当該契約の内容に適合した履行がされると判断した場合にあっ

ては、すみやかに最低価格入札者等を落札者と決定し、落札者及び他の入札参

加者全員に対して入札の結果を通知（様式第２）するものとする。 
２ 企業庁長等は、前条第２項の審査結果により、当該契約の内容に適合した履

行がされないと判断した場合又は第７条第２項又は第３項に定める条件を満

たす増員担当技術者を配置できないと判断した場合にあっては、最低価格入札

者等を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の

者のうち、最低の価格をもって入札をした者又は総合評価落札方式における最

大の評価値である者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定する。 
３ 前項の規定にかかわらず、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合

には、第７条以降の最低価格入札者等と同様の手続を行い、落札者を決定する

ものとする。 
４ 前二項により次順位者を落札者と決定したときには、次順位者及びその他の

入札参加者全員に対し落札者決定通知書（様式第２）により通知するものとす

る。 
５ 入札参加者全員について、政令基準に該当するものと判断して落札者としな

い決定をしたときは、当該入札を不調とし、入札参加者全員にその旨を通知（様

式第３）するものとする。 
６ あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ）における電子入札サブシステ

ム（以下「電子入札システム」という。）を使用した入札においては、第１項、

第４項及び前項の落札者及びその他の入札参加者全員に対する通知は、電子入

札システムによる落札者決定通知書によることができる。 
７ 第２項定める次順位者がないときは、入札参加者全員に日時を通知（様式第

４）して、２回目の入札を実施する。この場合、すでに基準価格を下回る入札

をして落札者としない旨の決定を受けた者及び第４条第１項に該当する者は、

２回目の入札に参加できない。ただし、予定価格の事前公表をする入札は、２

回目の入札は実施せず、当該入札を不調とし、第５項により通知をするものと

する。 
８ 事後審査方式一般競争入札で実施した工事において、低入札価格調査の対象

となった場合は、第１項及び第４項による落札者及びその他の入札参加者全員に

対しての通知は、事後審査方式一般競争入札の落札者決定通知書とあわせて通知

することができる。 
 
  附 則 



 この要領は、平成 ８ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１２年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１９年１０月 １ 日から施行する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２０年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２０年 ５ 月 １ 日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２１年 ４ 月 １ 日から施行する。 
 

附 則 

 この要領は、平成２１年 ７ 月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 

 この要領は、平成２１年１２月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 

 この要領は、平成２２年 ４ 月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 

 この要領は、平成２３年 ４ 月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 

 この要領は、平成２３年 ７ 月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 
 この要領は、平成２３年１０月 １ 日から施行する。 
 （この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 



 この要領は、平成２３年１１月 １ 日から施行する。 
 

附 則 

 この要領は、平成２５年 ７ 月 １ 日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、平成２５年７月１６日から施行する。 
（この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
 

附 則 
 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、平成２８年６月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、令和元年７月１日から施行する。 
（この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 
ただし、消費税率の改正に伴う乗率の改正は、令和元年 9 月 30 日までに引渡し

をする工事、建設コンサルタント等業務、運転管理業務及び維持管理業務について、

なお従前の例による。 
 

附 則 
 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
（この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 

 
附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
  附 則 

この要領は、令和６年６月１日から施行する。 



（この日以降に入札公告又は指名通知を行う事案から適用する。） 

 


